
救命講習の指導者養成コース②③
16時間（連続２日間）

救命講習の指導者
養成コース①

８時間（１日） ①②③は同月に受講

救命講習の指導者養成コースの受講について

救命講習の指導者養成コースは、平日３日間連続受講が必要でしたが・・・

救命講習の指導者養成コース①（１日）を受講して、
同月の救命講習の指導者養成コース②③（連続２日間）を受講す
ることで、応急手当普及員（救命講習の指導者）の資格を取得する
ことができるようになりました！

従来 救命講習の指導者養成コース 24時間
（連続３日間）

新

救命講習の指導者養成コースの申し込みから認定までの流れ

申し込み
　●救命講習の指導者養成コース①（例：６月開催分）を申し込む
　　※同月３日間すべての日程に参加できることを事前に確認してください。
　　　 自動的に②③日程の申し込みとなります。

※従来どおりの連続３日間の日程で開催の月もあります。

※救命講習の指導者養成コース①を受講後、同月の救命講習の指導者養成コース②③
（連続２日間）を受講できない場合は、再度救命講習の指導者養成コース①から受講し
ていただく必要があります。

救命講習の指導者養成コース①を受講

救命講習の指導者養成コース②③を受講

同月に受講

応急手当普及員（救命講習の指導者）として資格認定！
【注意】１日でも欠席や遅刻をされると資格認定できませんのでご注意ください
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